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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】高所作業の的確性及び操作の簡便性を確保し得
るようにした高所作業車の操作装置を提供する。
【解決手段】操作レバー７と、操作レバー７の傾動操作
方向を検出する傾動操作センサと、伸縮操作方向を検出
する伸縮操作センサと、回動操作方向を検出する回動操
作センサと、伸縮操作センサと回動操作センサからの検
出信号を受けて操作レバー７の回動方向と伸縮方向に応
じてバケット４を水平移動させ、又は傾動操作センサか
らの検出信号を受けて操作レバー７の傾動方向に応じて
バケット４を垂直移動させるように各駆動部に制御信号
を出力する制御手段を備える。係る構成によれば、操作
レバー７を操作することのみによって、バケット４を平
面視における姿勢を維持したまま所要方向へ水平移動又
は垂直移動させることができ、高所作業の的確性及び操
作の簡便性が確保される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両（１）上に旋回可能に旋回台（２）を配置し該旋回台（２）を旋回駆動部（４３）
によって旋回駆動させるとともに、伸縮駆動部（４１）によって伸縮駆動される伸縮ブー
ム（３）を上記旋回台（２）に起伏可能に配置し該伸縮ブーム（３）を起伏駆動部（４２
）によって起伏駆動させる一方、上記伸縮ブーム（３）の先端部には首振り可能にバケッ
ト（４）を配置し該バケット（４）を首振り駆動部（４４）によって首振り駆動させるよ
うにした高所作業車において、
　上記伸縮ブーム（３）の伸縮量を検出する伸縮量センサ（１１）と、
　該伸縮ブーム（３）の起伏角を検出する起伏角センサ（１２）と、
　該伸縮ブーム（３）の旋回角を検出する旋回角センサ（１３）と、
　上記バケット（４）の首振り角を検出する首振り角センサ（１４）と、
　上記バケット（４）に配置された操作レバー（７）であって、上下方向に傾動可能で且
つ軸方向に伸縮可能とされるとともに鉛直軸（Ｌｃ）回りに回動可能とされた操作レバー
（７）と、
　上記操作レバー（７）の傾動操作に伴う傾動操作方向を検出して傾動操作信号「Ｓｆ」
を出力する傾動操作センサ（５１）と、
　上記操作レバー（７）の伸縮操作に伴う伸縮操作方向を検出して伸縮操作信号「Ｓｇ」
を出力する伸縮操作センサ（５２）と、
　上記操作レバー（７）の回動操作に伴う回動操作方向を検出して回動操作信号「Ｓｈ」
を出力する回動操作センサ（５３）と、
　上記伸縮量センサ（１１）からの伸縮量信号「Ｓａ」と上記起伏角センサ（１２）から
の起伏角信号「Ｓｂ」と上記旋回角センサ（１３）からの旋回角信号「Ｓｃ」と上記首振
り角センサ（１４）からの首振り角信号「Ｓｄ」を受けて現在の上記バケット（４）の位
置及び姿勢を現在位置「Ｐｓ」として算出する現在位置算出手段（２１）と、
　上記バケット（４）の移動速度を指示する速度指示手段（５５）と、
　上記速度指示手段（５５）からの速度信号「Ｓｖ」と上記伸縮操作センサ（５２）から
の伸縮操作信号「Ｓｇ」と上記回動操作センサ（５３）からの回動操作信号「Ｓｈ」を受
けて上記バケット（４）を上記現在位置「Ｐｓ」から、上記速度信号「Ｓｖ」に対応した
速度で且つ上記伸縮操作信号「Ｓｇ」と上記回動操作信号「Ｓｈ」に基づいて求められる
水平方向における目標移動方向線（Ｌ３）上に仮想的に設定される目標位置「Ｐｅ」へ向
けて水平移動させ、又は上記速度指示手段（５５）からの速度信号「Ｓｖ」と上記傾動操
作センサ（５１）からの傾動操作信号「Ｓｆ」を受けて上記バケット（４）を上記現在位
置「Ｐｓ」から、上記速度信号「Ｓｖ」に対応した速度で且つ上記傾動操作信号「Ｓｆ」
に基づいて求められる垂直方向における目標移動方向線（Ｌｄ）上に仮想的に設定される
目標位置「Ｐｅ」へ向けて垂直移動させるように、上記各駆動部（４１），（４２），（
４３），（４４）に制御信号「Q１，Q２，Q３，Q４」を出力する制御手段（２５）を備え
たことを特徴とする高所作業車の操作装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　上記制御手段（２５）は、上記現在位置「Ｐｓ」における上記操作レバー（７）の極座
標上の点「Ｘｓ，Ｙｓ，Ｚｓ」と、仮想的に設定される上記目標位置「Ｐｅ」の極座標上
の点「Ｘｅ，Ｙｅ，Ｚｅ」に基づいて上記各駆動部（４１），（４２），（４３），（４
４）の各移動量「Ｘａ１，Ｘａ２，Ｘａ３，Ｘａ４」を算出し、さらに該各移動量「Ｘａ
１，Ｘａ２，Ｘａ３，Ｘａ４」に対応する制御信号「Q１，Q２，Q３，Q４」を算出する構
成であることを特徴とする高所作業車の操作装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、伸縮ブームの先端にバケットが、首振り動作によって平面視における姿勢
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を変更可能に、取付けられた高所作業車において、該バケットが如何なる姿勢にあっても
、その姿勢を維持したまま該バケットを、作業者の操作によって的確に水平移動及び垂直
移動させ得るようにした高所作業車の操作装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　高所作業車は、伸縮、起伏及び旋回駆動される伸縮ブームの先端にバケットを取付けて
構成される（例えば、特許文献１参照）。この場合、上記バケットは、上記伸縮ブームの
先端において首振り（即ち、旋回）可能に取付けられており、専用の操作部材の操作によ
って伸縮ブームの姿勢に拘らず単独で首振りを行なわせて該バケットの平面視における姿
勢を変化させることができるようになっている。
【０００３】
【特許文献１】実開昭６１－５９２９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、上記バケットの平面視における姿勢は、上述のようなバケットの単独操作に
よって変更し得ることは勿論であるが、それ以外に、上記伸縮ブームの旋回動作に伴って
も変化するものである。
【０００５】
　このため、例えば、伸縮ブームの操作とバケットの操作を同時に行いながら高所作業を
行うような場合、作業者は頭の中で、操作方向とバケットの姿勢との関係を整理しながら
操作することが必要であり、場合によっては該バケットを所望の姿勢で且つ所望の移動方
向へ的確に移動させることができないこともあり、作業の的確性及び操作の簡便性という
点において改善すべき余地がある。
【０００６】
　そこで本願発明は、バケットが如何なる姿勢であっても、その姿勢を維持したまま該バ
ケットを、作業者の操作によって的確に水平移動及び垂直移動させ得るようにすることで
、高所作業の的確性及び操作の簡便性を確保し得るようにした高所作業車の操作装置を提
供することを目的としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願発明ではかかる課題を解決するための具体的手段として次のような構成を採用して
いる。
【０００８】
　本願の第１の発明では、車両１上に旋回可能に旋回台２を配置し該旋回台２を旋回駆動
部４３によって旋回駆動させるとともに、伸縮駆動部４１によって伸縮駆動される伸縮ブ
ーム３を上記旋回台２に起伏可能に配置し該伸縮ブーム３を起伏駆動部４２によって起伏
駆動させる一方、上記伸縮ブーム３の先端部には首振り可能にバケット４を配置し該バケ
ット４を首振り駆動部４４によって首振り駆動させるようにした高所作業車において、上
記伸縮ブーム３の伸縮量を検出する伸縮量センサ１１と、該伸縮ブーム３の起伏角を検出
する起伏角センサ１２と、該伸縮ブーム３の旋回角を検出する旋回角センサ１３と、上記
バケット４の首振り角を検出する首振り角センサ１４と、上記バケット４に配置された操
作レバー７であって、上下方向に傾動可能で且つ軸方向に伸縮可能とされるとともに鉛直
軸Ｌｃ回りに回動可能とされた操作レバー７と、上記操作レバー７の傾動操作に伴う傾動
操作方向を検出して傾動操作信号「Ｓｆ」を出力する傾動操作センサ５１と、上記操作レ
バー７の伸縮操作に伴う伸縮操作方向を検出して伸縮操作信号「Ｓｇ」を出力する伸縮操
作センサ５２と、上記操作レバー７の回動操作に伴う回動操作方向を検出して回動操作信
号「Ｓｈ」を出力する回動操作センサ５３と、上記伸縮量センサ１１からの伸縮量信号「
Ｓａ」と上記起伏角センサ１２からの起伏角信号「Ｓｂ」と上記旋回角センサ１３からの
旋回角信号「Ｓｃ」と上記首振り角センサ１４からの首振り角信号「Ｓｄ」を受けて現在
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の上記バケット４の位置及び姿勢を現在位置「Ｐｓ」として算出する現在位置算出手段２
１と、上記バケット４の移動速度を指示する速度指示手段５５と、上記速度指示手段５５
からの速度信号「Ｓｖ」と上記伸縮操作センサ５２からの伸縮操作信号「Ｓｇ」と上記回
動操作センサ５３からの回動操作信号「Ｓｈ」を受けて上記バケット４を上記現在位置「
Ｐｓ」から、上記速度信号「Ｓｖ」に対応した速度で且つ上記伸縮操作信号「Ｓｇ」と上
記回動操作信号「Ｓｈ」に基づいて求められる水平方向における目標移動方向線Ｌ３上に
仮想的に設定される目標位置「Ｐｅ」へ向けて水平移動させ、又は上記速度指示手段５５
からの速度信号「Ｓｖ」と上記傾動操作センサ５１からの傾動操作信号「Ｓｆ」を受けて
上記バケット４を上記現在位置「Ｐｓ」から、上記速度信号「Ｓｖ」に対応した速度で且
つ上記傾動操作信号「Ｓｆ」に基づいて求められる垂直方向における目標移動方向線Ｌｄ
上に仮想的に設定される目標位置「Ｐｅ」へ向けて垂直移動させるように、上記各駆動部
４１，４２，４３，４４に制御信号「Q１，Q２，Q３，Q４」を出力する制御手段２５を備
えたことを特徴としている。
【０００９】
　本願の第２の発明では、上記第１の発明に係る高所作業車の操作装置において、上記制
御手段２５を、上記現在位置「Ｐｓ」における上記操作レバー７の極座標上の点「Ｘｓ，
Ｙｓ，Ｚｓ」と、仮想的に設定される上記目標位置「Ｐｅ」の極座標上の点「Ｘｅ，Ｙｅ
，Ｚｅ」に基づいて上記各駆動部４１，４２，４３，４４の各移動量「Ｘａ１，Ｘａ２，
Ｘａ３，Ｘａ４」を算出し、さらに該各移動量「Ｘａ１，Ｘａ２，Ｘａ３，Ｘａ４」に対
応する制御信号「Q１，Q２，Q３，Q４」を算出するように構成したことを特徴としている
。
【発明の効果】
【００１０】
　本願発明に係る高所作業車の操作装置によれば、常時、現在の上記バケット４の位置及
び姿勢が、上記伸縮量センサ１１からの伸縮量信号「Ｓａ」と上記起伏角センサ１２から
の起伏角信号「Ｓｂ」と上記旋回角センサ１３からの旋回角信号「Ｓｃ」と上記首振り角
センサ１４からの首振り角信号「Ｓｄ」を受けて、現在位置「Ｐｓ」として算出されてい
る。
【００１１】
　この状態において、上記操作レバー７が所要の伸縮操作方向及び回動操作方向へ操作さ
れるとともに上記速度指示手段５５によって移動速度が指示されると、上記制御手段２５
から、上記バケット４を上記現在位置「Ｐｓ」から上記伸縮操作信号「Ｓｇ」と上記回動
操作信号「Ｓｈ」に基づいて求められる水平方向における目標移動方向線Ｌ３上に仮想的
に設定される目標位置「Ｐｅ」へ向けて、且つ上記速度信号「Ｓｖ」に対応した速度で水
平移動させるように上記各駆動部４１，４２，４３，４４に制御信号「Q１，Q２，Q３，Q
４」が出力され、これによって上記バケット４は平面視における姿勢を維持したまま水平
移動される。なお、上記目標位置「Ｐｅ」は、上記バケット４の移動に伴って逐次更新さ
れるものである。
【００１２】
　一方、上記状態において、上記操作レバー７が所要の傾動操作方向へ操作されるととも
に上記速度指示手段５５によって移動速度が指示されると、上記制御手段２５から、上記
バケット４を上記現在位置「Ｐｓ」から上記傾動操作センサ５１からの傾動操作信号「Ｓ
ｆ」に基づいて求められる垂直方向における目標移動方向線Ｌｄ上に仮想的に設定される
目標位置「Ｐｅ」へ向けて、且つ上記速度信号「Ｓｖ」に対応した速度で垂直移動させる
ように上記伸縮駆動部４１と上記起伏駆動部４２のそれぞれに制御信号「Ｑ１，Ｑ２」が
出力され、上記バケット４が側面視における姿勢を維持したまま垂直移動される。なお、
この場合、旋回駆動部４３と首振り駆動部４４に対する制御信号「Ｑ３，Ｑ４」は出力さ
れない。なお、上記目標位置「Ｐｅ」は、上記バケット４の移動に伴って逐次更新される
ものである。
【００１３】
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　このように、この発明の高所作業車の操作装置によれば、作業者は、上記伸縮ブーム３
の作動と上記バケット４の姿勢の関係を頭に思い描くことなく、単に上記操作レバー７を
所要の操作方向へ操作することのみによって、上記バケット４を平面視における姿勢を維
持したまま所要方向へ水平移動させ、又は側面視における姿勢を維持したまま所要方向へ
垂直移動させることができ、これによって高所作業の的確性及び操作の簡便性が確保され
、延いては高所作業車の商品価値が向上するものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本願発明を好適な実施形態に基づいて具体的に説明する。
【００１５】
　Ａ：高所作業車Ｚの構成
　図１には、本願発明の実施形態に係る操作装置を備えた高所作業車Ｚの平面視を示して
おり、また図６には該高所作業車Ｚの側面視を示している。
【００１６】
　この高所作業車Ｚは、車両１上に旋回可能に旋回台２を配置し、これを旋回駆動部４３
（図６参照）により旋回駆動するようになっている。また、上記旋回台２には、基端側ブ
ーム３Ａと先端側ブーム３Ｂからなり伸縮駆動部４１（図６参照）によって伸縮駆動され
る伸縮ブーム３の基端部３ａが支点軸５によって起伏可能に連結されるとともに、該伸縮
ブーム３は起伏駆動部４２（図６参照）によって起伏駆動されるようになっている。
【００１７】
　一方、上記伸縮ブーム３の先端部３ｂには、バケット支持軸６によって上記バケット４
が首振り可能に取付けられ、該バケット４は首振り駆動部４４によって首振り駆動される
ようになっている。なお、上記バケット４は、図示しないレベリング機構によって、上記
伸縮ブーム３の起伏角の如何に拘らず常に水平姿勢を維持するように構成されている（図
６参照）。
【００１８】
　また、上記高所作業車Ｚにおいては、その操作手段として、上記車両１上に配置された
車両側操作部２０の他に、上記バケット４上に後述のバケット側操作レバー７が備えられ
ている。
【００１９】
　上記車両側操作部２０は、上記伸縮ブーム３の伸縮操作を行う伸縮操作部１６と、該伸
縮ブーム３の起伏操作を行う起伏操作部１７と、該伸縮ブーム３の旋回操作を行う旋回操
作部１８、及び上記バケット４の首振り操作を行うバケット操作部１９を並置して構成さ
れる。なお、これら各操作部１６～１９は、共に、傾動操作されるレバーで構成され、そ
の傾動方向によって作動方向（即ち、伸縮方向、起伏方向、旋回方向、首振り方向）を指
示し、その傾動量によって作動速度（即ち、伸縮速度、起伏速度、旋回速度、首振り速度
）を指示するように構成されている。
【００２０】
　これに対して、上記バケット側操作レバー７は、特許請求の範囲中の「操作レバー７」
に該当するものであって、図７に示すように、所定長さのレバー本体７１を備えて構成さ
れる。なお、このレバー本体７１は、基端側部材７１ａと該基端側部材７１ａに対して伸
縮可能とされた先端側部材７１ｂを備えた伸縮構造とされている。
【００２１】
　このバケット側操作レバー７は、その基端部７ａ（即ち、上記基端側部材７１ａの基端
側）が、水平方向に延設された支持ピン７５によって基台７４に連結され、該支持ピン７
５回りに上下方向へ傾動可能とされる。また、上記バケット側操作レバー７は、鉛直方向
に延びる鉛直軸「Ｌｃ」回りに、上記基台７４と一体的に、全周範囲で回動操作が可能と
されている。なお、この実施形態では、後述する移動制御において、上記基台７４の中心
位置を、上記バケット側操作レバー７の「制御基準点」として設定する。
【００２２】
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　さらに、上記バケット側操作レバー７の先端部７ｂ（即ち、上記先端側部材７１ｂの先
端側）には握り部７２が取付けられており、該バケット側操作レバー７は上記握り部７２
を把持して、これを軸方向の両方向（この実施形態では、上記レバー本体７１を伸長させ
る方向を「前方」、これを縮小させる方向を「後方」としている）へ進退させる伸縮操作
と、「上げ側」あるいは「下げ側」への傾動操作、及び上記鉛直軸「Ｌｃ」回りにおける
右側あるいは左側への回動操作が、それぞれ行われる。
【００２３】
　そして、上記バケット側操作レバー７には、該バケット側操作レバー７の傾動操作方向
（移動方向に対応する）を検出してこれを傾動操作信号として出力するための傾動操作セ
ンサ５１と、伸縮操作方向を検出してこれを伸縮操作信号として出力するための伸縮操作
センサ５２と、回動操作方向を検出してこれを回動操作信号として出力するための回動操
作センサ５３が備えられる。
【００２４】
　なお、この実施形態では、後述のように、上記バケット４の移動速度を指示するための
移動速度指示手段として、油圧系駆動用エンジンのアクセル５５（図２参照）を利用する
ように構成しているが、本願の他の実施形態においては、上記移動速度指示手段として上
記バケット側操作レバー７を利用することもできる。例えば、上記バケット側操作レバー
７の伸縮操作量を水平移動の移動速度信号として、また傾動操作量を垂直移動の移動速度
信号として利用し、さらに上記バケット側操作レバー７の握り部７２を上記レバー本体７
１の軸心回り（矢印Ｕ－Ｖ方向）に捩り操作可能に構成し、この握り部７２の捩り操作量
を上記バケット４の首振り速度として利用することができる。
【００２５】
　また、上記バケット側操作レバー７の上記握り部７２の外端面上には、押しボタン７３
が備えられている。この押しボタン７３は、これを押込操作することで、上記バケット側
操作レバー７の傾動操作及び伸縮操作に基づいて上記傾動操作センサ５１及び伸縮操作セ
ンサ５２から出力される操作信号を無効とし、該バケット側操作レバー７の回動操作に基
づく操作信号のみを有効とするように機能するものである。即ち、上記バケット側操作レ
バー７の操作に基づく作動状態下であっても、上記押しボタン７３が操作されると、上記
伸縮ブーム３の伸縮動及び起伏動は規制され、該バケット側操作レバー７の回動操作に基
づく上記バケット４の首振り動のみが有効とされ、該バケット４を単独で首振りさせるこ
とができるものである。
【００２６】
　一方、上記高所作業車Ｚには、現時点における上記伸縮ブーム３及びバケット４の状態
を把握し、制御系にフィードバックをかけるために、図１に示すように、上記伸縮ブーム
３の伸縮量を検出して伸縮量信号「Ｓａ」を出力する伸縮量センサ１１と、起伏角を検出
して起伏量信号「Ｓｂ」を出力するための起伏角センサ１２と、旋回角を検出して旋回角
信号「Ｓｃ」を出力するための旋回角センサ１３、及び上記バケット４の首振り角度を検
出して首振り各信号「Ｓｄ」を出力するための首振り角センサ１４が備えられている。
Ｂ：高所作業車Ｚの動作形態
　この実施形態における上記高所作業車Ｚでは、上記バケット４の移動形態として、上記
車両側操作部２０の操作に基づく第１の移動形態と、上記バケット側操作レバー７の操作
に基づく第２の移動形態を、作業者が任意に選択できるようになっている。
【００２７】
　上記第１の移動形態は、上記車両側操作部２０の各操作部１６～１９のそれぞれを個別
に操作して、あるいは幾つかの操作部を同時に操作して行われるが、これら何れの操作に
よっても、上記バケット４を任意の経路で、任意の位置に移動させることができるもので
ある。
【００２８】
　これに対して、上記第２の移動形態では、図４及び図５に示すように上記バケット４を
高さ一定で平面視直線状に移動させる「水平移動」と、図６に示すように上記バケット４
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を一の鉛直線に沿って上下方向へ直線状に移動させる「垂直移動」の二つの移動形態を作
業者が任意に選択できるようにしている。
【００２９】
　そして、この第２の移動形態では、これが「水平移動」であっても「垂直移動」であっ
ても、その操作の基本は、上記バケット４に設けられた上記バケット側操作レバー７を使
用し、操作開始時点における上記バケット４の平面視における姿勢を維持したまま、該バ
ケット側操作レバー７の操作方向（該バケット側操作レバー７の軸線方向）へ直線的に移
動させるものである。なお、この場合の上記バケット４の移動速度は、上記アクセル５５
の操作量に基づいて制御される。
【００３０】
　即ち、図４に示す「水平移動」は、上記バケット側操作レバー７のレバー方向線Ｌ３が
、現時点における上記バケット４のバケット方向線Ｌ２と平行となるように引き操作（即
ち、前方側へ操作）された例であって、この場合には、上記バケット４がその平面視にお
ける姿勢を維持したまま（即ち、上記バケット方向線Ｌ２に沿って）、現在位置（符号４
ｓで示すバケット位置）から目標位置（符号４ｅで示すバケット位置であって、上記レバ
ー方向線Ｌ３上に仮想的に設定される一点である）まで同一高さで直線移動するものであ
る。なお、この水平移動においては、上記伸縮ブーム３の伸縮動と旋回動、及び上記バケ
ット４の首振り動が相互に連関して実行される。
【００３１】
　図５に示す「水平移動」は、上記バケット側操作レバー７のレバー方向線Ｌ３が、現時
点における上記バケット４のバケット方向線Ｌ２と異なる方向へ向けて引き操作（即ち、
前方側へ操作）された例であって、この場合には、上記バケット４がその平面視における
姿勢を維持したまま（即ち、上記バケット方向線Ｌ２の平面視における方向を維持したま
ま）、現在位置（符号４ｓで示すバケット位置）から目標位置（符号４ｅで示すバケット
位置であって、上記レバー方向線Ｌ３上に仮想的に設定される一点である）まで、上記レ
バー方向線Ｌ３に沿って同一高さで直線移動するものである。なお、この水平移動におい
ても、上記伸縮ブーム３の伸縮動と旋回動、及び上記バケット４の首振り動が相互に連関
して実行される。
【００３２】
　図６に示す「垂直移動」は、上記伸縮ブーム３の水平倒伏状態において上記バケット側
操作レバー７が上げ方向（バケット４の上昇方向）に操作された例であって、この場合に
は、上記バケット４がその側面視における姿勢（水平姿勢）を維持したまま、現在位置（
符号４ｓで示すバケット位置）から目標位置（符号４ｅで示すバケット位置であって、鉛
直線Ｌｄ上に仮想的に設定される一点である）まで垂直直線移動するものである。なお、
この垂直移動においては、上記伸縮ブーム３の伸縮動と起伏動が相互に連関して実行され
る。
Ｃ：作動制御の基本思想
　ここで、上記バケット側操作レバー７の操作に基づく上記高所作業車Ｚの作動制御の基
本思想を、図１、図３及び図６を参照して説明する。
【００３３】
　先ず、図１において、平面視における上記伸縮ブーム３と上記バケット４及び上記バケ
ット側操作レバー７の相対関係を説明する。
【００３４】
　上記伸縮ブーム３は、車両１の車長方向線Ｌ１ａに対して側方へ角度「θ１」だけ旋回
した位置にある。この角度「θ１」は、上記旋回角センサ１３によって検出される。従っ
て、この伸縮ブーム３の旋回位置を、車幅方向線Ｌ１ｂを基準に考えれば、該車幅方向線
Ｌ１ｂから角度「θｃ＝（９０°－θ１）」の位置となり、この角度「θｃ」は演算によ
って求められる。
【００３５】
　上記バケット４の上記伸縮ブーム３のブーム中心線Ｌ０に対する首振り角度「θ２」は
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、上記首振り角センサ１４によって検出される。従って、上記バケット４の、上記バケッ
ト支持軸６を通り且つ上記車幅方向線Ｌ１ｂに平行な首振り基準線Ｌ５に対する首振り角
度「θ４」は、「θｃ－θ２」として演算にて求められる。
【００３６】
　上記バケット側操作レバー７の、上記バケット４のバケット方向線Ｌ２に平行なレバー
基準線Ｌｂに対する旋回操作角「θ３」は、上記回動操作センサ５３によって検出される
。従って、上記バケット側操作レバー７の上記首振り基準線Ｌ５に対する操作角度「θＢ
」は、「１８０－（θ３－θ４）」として演算により求められる。この旋回操作角度「θ
Ｂ」が、平面視における上記バケット４の移動方向を指示することになる。
【００３７】
　一方、図６において、上記バケット側操作レバー７が「上げ方向」へ操作された場合、
その移動量は、上記アクセル５５の操作量に基づく移動速度に対応することになる。従っ
て、図６において、上記バケット４がその現在位置（符号４ｓで示す位置）から目標位置
（符号４ｅで示す位置）まで移動した場合の起伏角度「θｄ」は、演算にて求められるも
のではなく、起伏動の結果として、上記起伏角センサ１２によって検出されるものである
。
【００３８】
　次に、図３を参照して、実際に上記バケット４を水平移動あるいは垂直移動させる場合
における上記伸縮ブーム３の伸縮、起伏及び旋回の各動作間の関係を説明する。
【００３９】
　先ず、図３においては、上記伸縮ブーム３の移動開始時点における状態を、符号「ＢＬ
ｓ」で示している。即ち、上記伸縮ブーム３は、車長方向線Ｌ１ａに対する旋回角「θ１
」で、且つ起伏角「θｄｓ」の位置にあり、このときの上記バケット側操作レバー７の制
御基準点（即ち、上記基台７４の中心点）の極座標上の位置（即ち、現在位置「Ｐｓ」）
は「Ｘｓ，Ｙｓ，Ｚｓ」とされる。
【００４０】
　この現在位置「Ｐｓ」からの水平移動は、以下のように行なわれる。即ち、現在位置「
Ｐｓ」において、水平移動を行なうべく上記バケット側操作レバー７が操作角度「θＢ」
に操作されたとすると、上記制御基準点は上記操作角度「θＢ」の方向へ高さ一定で直線
移動し、上記伸縮ブーム３は符号「ＢＬe1」で示すブーム長さで、角度「θｎ」だけ旋回
し、且つ角度「θｄｓ－θｄｅ１」だけ倒伏した状態とされ、その目標位置「Ｐｅ1」で
の上記制御基準点の極座標上の位置は「Ｘｅ，Ｙｅ，Ｚｅ」となる。
【００４１】
　一方、現在位置「Ｐｓ」からの垂直移動は、以下のように行なわれる。即ち、現在位置
「Ｐｓ」において制御基準点が極座標上の「Ｘｓ，Ｙｓ，Ｚｓ」であり、ブーム長さ「Ｂ
Ｌｓ」で起伏角「θｄｓ」であった伸縮ブーム３が、起仰動と伸長動によって、ブーム長
さが「ＢＬｓ」から「ＢＬｅ２」に、起伏角が「θｄｓ」から「θｄｅ２」に変化して目
標位置「Ｐｅ２」においてその制御基準点が極座標上の「Ｘｅ，Ｙｅ，Ｚｅ」に到達する
ものである。
【００４２】
　以上のように、水平移動においても、垂直移動においても、現在位置「Ｐｓ」の極座標
上の位置は、現在位置「Ｐｓ」における上記伸縮ブーム３の起伏角度「θｄｓ（θｄｓ1
，θｄｓ2）」と伸縮長さ「ＢＬｓ（ＢＬｓ1，ＢＬｓ2）」によって、また目標位置「Ｐ
ｅ１,Ｐｅ２」の極座標上の位置は、目標位置「Ｐｅ１,Ｐｅ２」における上記伸縮ブーム
３の起伏角度「θｄｅ（θｄｅ1，θｄｅ2）」と伸縮長さ「ＢＬｅ（ＢＬｅ1，ＢＬｅ2）
」によって、規定されることになる。そして、このような水平移動と垂直移動は、共に次
述の制御系によって実現される。以下、図２を参照して制御系を具体的に説明する。
Ｄ：制御系の構成
　制御系は、図２に示すように、センサ群１０とバケット側操作レバー７と車両側操作部
２０と制御手段２５と駆動部群４０及びアクセル５５で構成される。
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【００４３】
　上記センサ群１０は、上述のように、上記伸縮ブーム３側に備えられた上記伸縮量セン
サ１１と起伏角センサ１２及び旋回角センサ１３と、上記バケット４側に備えられた上記
首振り角センサ１４で構成され、これら各センサ１１～１４の検出信号は後述する制御手
段２５の現在位置算出手段２１と移動量算出手段２３にそれぞれ入力される。
【００４４】
　上記バケット側操作レバー７には、上述のように、傾動操作センサ５１と伸縮操作セン
サ５２と回動操作センサ５３が備えられ、これら各センサ５１～５３からの操作信号は後
述する制御手段２５の目標位置算出手段２２に入力される。さらに、上記目標位置算出手
段２２には、上記現在位置算出手段２１から上記バケット４の現在位置に関する信号が入
力される。
【００４５】
　さらに、上記バケット側操作レバー７には、上記押しボタン７３が備えられ、該押しボ
タン７３の操作信号は、上記制御手段２５の移動量算出手段２３に入力される。なお、上
述のように、上記バケット側操作レバー７の握り部７２の捩り量によって上記バケット４
の移動速度を指示する構成とする場合には、捩り量センサ５４の検出信号が速度信号とし
て上記移動量算出手段２３に入力される。
【００４６】
　上記車両側操作部２０は、上述のように、上記伸縮操作部１６と起伏操作部１７と回動
操作部１８及び上記バケット操作部１９を備えて構成され、これらの操作信号は上記制御
手段２５の制御信号算出手段２４に入力される。
【００４７】
　上記駆動部群４０は、上述のように、上記伸縮駆動部４１と起伏駆動部４２と旋回駆動
部４３及び首振り駆動部４４を備えて構成され、これらによって上記高所作業車Ｚが適宜
駆動される。
【００４８】
　上記制御手段２５は、次述する現在位置算出手段２１と目標位置算出手段２２と移動量
算出手段２３及び制御信号算出手段２４を備えて構成される。
【００４９】
　上記現在位置算出手段２１は、上記センサ群１０の伸縮量センサ１１からの検出信号「
Ｓａ」と起伏角センサ１２からの検出信号「Ｓｂ」と旋回角センサ１３からの検出信号「
Ｓｃ」及び首振り角センサ１４からの検出信号「Ｓｄ」を受けて、上記バケット４を水平
移動あるいは垂直移動させる場合の現在位置「Ｐｓ」における上記制御基準点の極座標上
の位置「Ｘｓ，Ｙｓ，Ｚｓ」を算出し、これを次述の目標位置算出手段２２に出力する。
なお、この現在位置算出手段２１における上記極座標上の位置「Ｘｓ，Ｙｓ，Ｚｓ」の算
出手法は既述の通りである。
【００５０】
　上記目標位置算出手段２２は、上記現在位置算出手段２１からの現在位置「Ｘｓ，Ｙｓ
，Ｚｓ」のほかに、上記バケット側操作レバー７に備えられた傾動操作センサ５１からの
傾動操作信号「Ｓｆ」と伸縮操作センサ５２からの伸縮操作信号「Ｓｇ」及び回動操作セ
ンサ５３からの回動操作信号「Ｓｈ」を受けて、上記バケット４を現在位置「Ｐｓ」から
水平移動あるいは垂直移動させる場合の目標位置「Ｐｅ」における上記制御基準点の極座
標上の位置「Ｘe，Ｙe，Ｚe」を算出し、これを移動量算出手段２３に出力する。なお、
上記目標位置「Ｐｅ」は、上記バケット４の移動に伴って逐次更新されるものであって、
上記目標位置算出手段２２における上記極座標上の位置「Ｘｅ，Ｙｅ，Ｚｅ」の算出手法
は既述の通りである。
【００５１】
　上記移動量算出手段２３は、上記目標位置算出手段２２からの目標位置「Ｐｅ」におけ
る制御基準点の極座標上の位置「Ｘｅ，Ｙｅ，Ｚｅ」と、上記首振り角センサ１４からの
現在位置における上記バケット４の首振り角度信号「Ｓｄ」を受けて、水平移動又は垂直
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移動によって上記制御基準点を現在位置「Ｐｓ」から目標位置「Ｐｅ」へ移動させるに必
要な上記伸縮ブーム３の伸縮移動量「Ｘａ１」と起伏移動量「Ｘａ２」と旋回移動量「Ｘ
ａ３」及び上記バケット４の首振り移動量「Ｘａ４」をそれぞれ算出し、これを次述の制
御信号算出手段２４へ出力する。
【００５２】
　なお、上記移動量算出手段２３には、上記押しボタン７３の操作信号「Ｓｋ」が入力さ
れるようになっており、該押しボタン７３から該操作信号「Ｓｋ」が入力されたときには
、上記バケット側操作レバー７の旋回操作に基づく首振り移動量「Ｘａ４」のみが出力さ
れ、これによって上記バケット４の単独での首振り動が実現されることは既述の通りであ
る。
【００５３】
　また、上記移動量算出手段２３には、上記センサ群１０の伸縮量センサ１１と起伏角セ
ンサ１２と旋回角センサ１３及び首振り角センサ１４からの各検出信号「Ｓａ」、「Ｓｂ
」、「Ｓｃ」、「Ｓｄ」が直接に入力されるが、これらの入力信号は上記伸縮ブーム３の
伸縮量、起伏量及び旋回量、及び上記バケット４の首振り量のフィードバック制御に用い
られるものである。
【００５４】
　上記制御信号算出手段２４には、上記移動量算出手段２３から出力される伸縮ブーム３
の伸縮、起伏、旋回及び上記バケット４の首振りの各移動量「Ｘａ１，Ｘａ２，Ｘａ３，
Ｘａ４」（説明の便宜上、「第１の移動量」という）と、上記車両側操作部２０の伸縮操
作部１６と起伏操作部１７と旋回操作部１８とバケット操作部１９からそれぞれ出力され
る伸縮ブーム３の伸縮、起伏、旋回及び上記バケット４の首振りの各移動量「Ｘｂ１，Ｘ
ｂ２，Ｘｂ３，Ｘｂ４」（説明の便宜上、「第２の移動量」という）がそれぞれ入力され
る。
【００５５】
　そして、上記制御信号算出手段２４では、上記移動量算出手段２３側からの上記バケッ
ト側操作レバー７の操作に基づく上記第１の移動量「Ｘａ１，Ｘａ２，Ｘａ３，Ｘａ４」
が、上記車両側操作部２０側からの第２の移動量「Ｘｂ１，Ｘｂ２，Ｘｂ３，Ｘｂ４」に
優先され、上記第１の移動量「Ｘａ１，Ｘａ２，Ｘａ３，Ｘａ４」が入力されている場合
には、例え同時に第２の移動量「Ｘｂ１，Ｘｂ２，Ｘｂ３，Ｘｂ４」が入力されたとして
も、上記第１の移動量「Ｘａ１，Ｘａ２，Ｘａ３，Ｘａ４」を確保するために必要とされ
る伸縮駆動部４１の制御信号「Ｑ１」と、起伏駆動部４２の制御信号「Ｑ２」と、旋回駆
動部４３の制御信号「Ｑ３」、及び首振り駆動部４４の制御信号「Ｑ４」をそれぞれ出力
する。
【００５６】
　これに対して、上記第１の移動量「Ｘａ１，Ｘａ２，Ｘａ３，Ｘａ４」が入力されてい
ない場合には、上記第２の移動量「Ｘｂ１，Ｘｂ２，Ｘｂ３，Ｘｂ４」が入力されると、
該第２の移動量「Ｘｂ１，Ｘｂ２，Ｘｂ３，Ｘｂ４」を確保するために必要とされる伸縮
駆動部４１の制御信号「Ｑ１」と、起伏駆動部４２の制御信号「Ｑ２」と、旋回駆動部４
３の制御信号「Ｑ３」、及び首振り駆動部４４の制御信号「Ｑ４」をそれぞれ出力する。
Ｅ：実際の作動制御の説明
　ここで、上記制御系における水平移動又は垂直移動の実際の制御を、図７に示すフロー
チャートに基づいて説明する。
【００５７】
　制御開始後、先ず、ステップＳ１において、バケット側操作レバー７が操作されている
か否かが判断される。
【００５８】
　ここで、バケット側操作レバー７が操作されていると判断される場合には、ステップＳ
２において、センサ群１０の各センサの出力を読み込む。即ち、現在のブーム長さ「Ｓａ
」、ブーム起伏角「Ｓｂ」、ブーム旋回角「Ｓｃ」、及びバケット４の首振り角「Ｓｄ」
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を読み込む。
【００５９】
　次に、ステップＳ３において、バケット側操作レバー７の操作状態を、該バケット側操
作レバー７に備えられた各センサ５１～５３から読み込む。即ち、バケット側操作レバー
７の傾倒操作信号「Ｓｆ」と伸縮操作信号「Ｓｇ」と回動操作信号「Ｓｈ」を読み込む。
【００６０】
　次に、ステップＳ４において、上記バケット側操作レバー７に設けられた押しボタン７
３が操作されたか否かが判断される。ここで、押しボタン７３は操作されていないと判断
された場合、即ち、バケット４の首振り動作の単独操作を望まず、上記バケット側操作レ
バー７の操作に基づく水平移動あるいは垂直移動を意図していると判断される場合には、
先ず、ステップＳ５において、上記バケット側操作レバー７の各センサ５１～５３からの
操作信号に基づいて、上記バケット４側の制御基準点の現在位置、即ち、移動制御開始時
点における上記制御基準点の極座標上の位置「Ｘｓ，Ｙｓ，Ｚｓ」を演算にて求める。な
お、この現在位置の算出手法は既述の通りである。
【００６１】
　さらに、ステップＳ６において、上記現在位置算出手段２１からの現在位置「Ｘｓ，Ｙ
ｓ，Ｚｓ」と、上記バケット側操作レバー７の各センサ５１～５３からの操作信号に基づ
いて、目標位置、即ち、目標とすべき移動線上に仮想的に設定され且つ上記バケット４の
移動に伴って逐次更新される上記制御基準点の極座標上の位置「Ｘｓ，Ｙｓ，Ｚｓ」を演
算にて求める。なお、この目標位置の算出手法は既述の通りである。
【００６２】
　次に、ステップＳ７において、上記目標位置算出手段２２からの上記目標位置「Ｘｓ，
Ｙｓ，Ｚｓ」に基づいて、目標とすべき上記伸縮ブーム３の伸縮、起伏及び旋回の各移動
量「Ｘａ１」，「Ｘａ２」，「Ｘａ３」と、上記バケット４の目標とすべき首振り量「Ｘ
ａ４」を演算により算出する。
【００６３】
　そして、ステップＳ８においては、算出された上記各移動量「Ｘａ１」，「Ｘａ２」，
「Ｘａ３」，「Ｘａ４」に基づいて、伸縮駆動部４１と起伏駆動部４２と旋回駆動部４３
及び首振り駆動部４４のそれぞれについて制御信号「Q１」，「Q２」，「Q３」，「Q４」
を算出し、これを上記各駆動部４１～４４へ出力し、該各駆動部４１～４４をそれぞれ作
動させる。しかる後、制御をリターンさせる。従って、上記バケット側操作レバー７の操
作が停止されるまで、上記一連の制御が繰り返され、上記バケット４の上記バケット側操
作レバー７の操作に対応した水平移動あるいは垂直移動（即ち、上記「第２の移動形態」
）が実現される。
【００６４】
　なお、上記バケット側操作レバー７の操作が停止されることで、該バケット側操作レバ
ー７の操作に基づく水平移動あるいは垂直移動が停止されるのであって、たとえ上記バケ
ット側操作レバー７の操作が停止されたとしても、上記車両側操作部２０が操作されてい
れば、引き続き該車両側操作部２０の操作に基づく作動制御（即ち、上記「第１の作動形
態」）が実行されることは後述のとおりである（ステップＳ１２～１４参照）。
【００６５】
　一方、ステップＳ４において、押しボタン７３が操作されている、と判断された場合に
は、ステップＳ９において、回動操作センサ５３からの回動操作信号「Ｓｈ」を受けてバ
ケット４の首振り量「Ｘａ４」が算出され、さらにこの首振り量「Ｘａ４」に基づいて、
ステップＳ１０においては首振り駆動部４４の制御信号が算出され、上記バケット４が首
振り駆動される。
【００６６】
　また、ステップＳ１において、バケット側操作レバー７は操作されていない、と判断さ
れた場合には、さらにステップＳ１１において、車両側操作部２０での操作が行われたか
否かが判断される。ここで、車両側操作部２０は操作されていないと判断される場合（即
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ち、上記バケット側操作レバー７の操作も上記車両側操作部２０の操作もなされていない
と判断される場合）には、そのまま制御をリターンするが、車両側操作部２０が操作され
ていると判断された場合には、該車両側操作部２０の操作に基づく制御に移行する。
【００６７】
　即ち、先ず、ステップＳ１２において、上記車両側操作部２０の各操作部、即ち、伸縮
操作部１６と起伏操作部１７と旋回操作部１８及びバケット操作部１９の操作に基づく操
作信号「Ｘｂ１」，「Ｘｂ２」，「Ｘｂ３」，「Ｘｂ４」を読み込む。
【００６８】
　さらに、ステップＳ１３では、上記操作信号「Ｘｂ１」，「Ｘｂ２」，「Ｘｂ３」，「
Ｘｂ４」に基づいて、伸縮駆動部４１と起伏駆動部４２と旋回駆動部４３及び首振り駆動
部４４のそれぞれについて制御信号「Q１」，「Q２」，「Q３」，「Q４」を算出し、これ
を上記各駆動部４１～４４へ出力し、該各駆動部４１～４４をそれぞれ作動させる。
【００６９】
　この駆動制御は、上記操作部１６～１９の全ての操作が終了するまで継続され、これら
の操作の終了時点で、制御をリターンさせる。
【００７０】
　以上の制御によって、上記高所作業車Ｚの上記車両側操作部２０側の各操作部１６～１
９の操作に基づく「第１の作動形態」での作動制御が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本願発明の実施の形態に係る操作装置を備えた高所作業車の作動状態説明図であ
る。
【図２】本願発明の実施の形態に係る操作装置の機能ブロック図である。
【図３】三軸方向におけるバケットの移動に関する説明図である。
【図４】バケットの第１の移動形態における作動説明図である。
【図５】バケットの第２の移動形態における作動説明図である。
【図６】バケットの第３の移動形態における作動説明図である。
【図７】バケット側操作レバーの操作説明図である。
【図８】本願発明の実施の形態に係る操作装置における制御フローチャートである。
【符号の説明】
【００７２】
　１　　　・・車両
　２　　　・・旋回台
　３　　　・・伸縮ブーム
　４　　　・・バケット
　５　　　・・支点軸
　６　　　・・バケット支持軸
　７　　　・・吊ワイヤ
　１１　　・・伸縮量センサ
　１２　　・・起伏角センサ
　１３　　・・旋回角センサ
　１４　　・・首振り角センサ
　１５　　・・操作レバー方向センサ
　１６　　・・伸縮操作部
　１７　　・・起伏操作部
　１８　　・・旋回操作部
　１９　　・・バケット操作部
　２１　　・・現在位置算出手段
　２２　　・・目標位置算出手段
　２３　　・・移動量算出手段
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　２４　　・・制御信号算出手段
　２５　　・・制御手段
　４１　　・・伸縮駆動部
　４２　　・・起伏駆動部
　４３　　・・旋回駆動部
　４４　　・・首振り駆動部
　５１　　・・傾動操作センサ
　５２　　・・伸縮操作センサ
　５３　　・・回動操作センサ
　５４　　・・捩り量センサ
　５５　　・・アクセル（移動速度指示手段）
　７１　　・・レバー本体
　７２　　・・握り部
　７３　　・・押しボタン
　７４　　・・基台
　７５　　・・支持ピン
　　Ｚ　　・・高所作業車

【図１】 【図２】
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